
時期、会議名等 項目 主な内容 資料P

１ 閣議決定（H29.9.12）
新型インフルエンザ等
対策政府行動計画の一
部変更

・抗インフルエンザウイルス薬の備蓄目標量の変更に伴う変更
・法律等の一部改正を踏まえた用語の整理
・用語の適正化のための技術的修正

Ｐ２
～３

２
新型インフルエンザ等対策
有識者会議
（H30.3.30)

抗インフルエンザウイ
ルス薬備蓄の考え方に
ついて変更を了解

季節性との同時流行の罹患者数が新推計方法により1270万人から
1000万人になり270万人が減ることから、抗インフルエンザウイ
ルス薬備蓄量が4770万人から4500万人に改定。
⇒国の「抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン」が改
定され、また国の備蓄方針の変更により、備蓄目標量が変更され
た（H30.6.22）。

Ｐ４
～５

３
H30.3.30

特定接種対象事業者
の登録

・平成30年3月に対象事業者等の登録が完了し、特定接種管理シス
テムから登録完了の通知がなされた。
・平成30年度は登録内容の変更申請の確認処理を実施。
・平成31年度は新規申請受付再開見込み。

Ｐ６
～10

４
厚生科学審議会感染症部会
新型インフルエンザ対策に
関する小委員会の公衆衛生
対策作業班（H30.3.23)

住民接種実施要領の検
討を開始

全国民のパンデミックワクチンの製造体制が平成30年度末に整備
される目処がたったことから、接種対象者や流通体制等について検
討し、平成30年度中の要領作成を目指す。

Ｐ11
～12

５

厚生科学審議会感染症部会
新型インフルエンザ対策に
関する小委員会
（H30.5.23)

現在備蓄しているプレ
パンデミックワクチン
の型について変更方針
を了解

Ｈ５Ｎ１鳥インフルエンザウイルスのチンハイ株からＨ７Ｎ９鳥イ
ンフルエンザウイルスのガンドン株を製造候補株とする方針。現在
の備蓄薬の有効期限が切れる平成31年度中に切り替える方針。

Ｐ13

国における最近の主な動き

１
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国の政府行動計画（平成29年9月12日公布）の主な改正内容

• 平成29年6月29日に開催された第15回新型インフルエンザ等対策有識者会議において、抗インフルエンザウイルス薬の備

蓄目標量を変更することとされたことに伴う記述の修正

• 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律、独立行政法人通則法等の一部改正を踏まえた用

語の整理

• その他用語の適正化のための技術的修正 等

①患者の治療

（ア）全り患患者（3,200万人分）
人口の25％が新型インフルエンザウイルスにり患し、その全員が受診

②予防投与（300万人分）
 発生早期には、感染拡大防止のため、同じ職場等に投与する可能性
 十分な感染防止策を行わずに患者に濃厚接触した医療従事者等に濃厚

接触した医療従事者等に投与する可能性

③季節性インフルエンザの同時流行
（1,270万人分）
季節性インフルエンザウイルスが同時流行し、全患者に投与した場合

①患者の治療
（ア）全り患患者（3,200万人分）
人口の25％が新型インフルエンザウイルスにり患し、その全員が受診

②予防投与（300万人分）
 発生早期には、感染拡大防止のため、同じ職場等に投与する可能性
 十分な感染防止策を行わずに患者に濃厚接触した医療従事者等に濃厚

接触した医療従事者等に投与する可能性

③季節性インフルエンザの同時流行
（1,270万人分）
季節性インフルエンザウイルスが同時流行し、全患者に投与した場合

不 要

備蓄の対象となった平成20年度当時は効果が指摘されていた
が、厚生労働省の研究班（谷口班）において、治療効果が科学
的に確認されなかった。

（イ）全重症患者への倍量・倍期間投与
（＋750万人分）

新型インフルエンザの病態が重篤の場合、倍量・倍期間投与を行う
可能性
※患者の１割（250万人）が重症化すると想定

＜ 変 更 前 ＞ ＜ 変 更 後 ＞

平成30年6月の「抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン」の

改定により、1,270万人から1,000万人に改定（Ｐ４参照）。

（ 参 考 ） 国における備蓄目標量算定の考え方

政府行動計画の変更
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政府行動計画変更による青森県行動計画の抗インフル薬の備蓄目標量に係る記述の影響

政府行動計画（変更後）

青森県行動計画（案） 次回大幅見直しに合せて変更するものとする

国及び都道府県は、諸外国における備蓄状況や最新の医学的な知見

等を踏まえ、国民の45％に相当する量を目標として、引き続き、抗インフ

ルエンザ薬を計画的かつ安定的に備蓄する。なお、その際、現在の備蓄

状況や流通の状況等も勘案する。

国及び都道府県は、最新の諸外国における備蓄状況や医学的な知見

等を踏まえ、全り患者（被害想定において全人口の25％がり患すると想

定）の治療その他の医療対応に必要な量を目標として、抗インフルエンザ

薬を計画的かつ引き続き安定的に備蓄する。なお、その際、現在の備蓄

状況、流通の状況や重症患者への対応等も勘案する。

政府行動計画（変更前）

国は、諸外国における備蓄状況や最新の医学的な知見等を踏まえ、

国民の45％に相当する量を目標として、国及び都道府県において計画

的かつ安定的に備蓄することとしている。このため、県は、国が割り当

てる備蓄目標量の抗インフルエンザ薬を計画的かつ安定的に備蓄す

る。

青森県行動計画 （現行）

国は、最新の諸外国における備蓄状況や医学的な知見等を踏ま

え、全り患者の治療その他の医療対応に必要な量 を目標として、国

及び都道府県において計画的かつ安定的に備蓄することとしている。

このため、県は、国が割り当てる備蓄目標量の抗インフルエンザ薬を

計画的かつ安定的に備蓄する。

※青森県の計画は、国の備蓄量について記載しているが、県
の備蓄目標は 「国が割り当てる備蓄目標量」としている。

○政府行動計画の抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量の変更について、青森県行動計画では
「国が割り当てる備蓄目標の抗インフルエンザウイルス薬を計画的かつ安定的に備蓄する」とし
ており、具体的な量は定めていないことから、青森県行動計画を変更しなくとも影響は受けない。
○その他の政府行動計画の変更内容も、用語の整理や用語の適正化のための技術的修正である
ことから、読み替え等により対応が可能である。
○青森県の組織改変・部局名等の変更に伴う対応についても、上記と同様に読み替え等により対
応が可能である。

青森県行動計画
については

現行計画で対応可能
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Ｈ30年6月「抗インフル
エンザウイルス薬に関
するガイドライン」改定
内容
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